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（様式２） 
天神川流域下水道の管理業務に関する事業計画書 

 
１ 管理運営の基本的な考え方 
（１）天神川流域下水道の指定管理者を希望する理由 

当公社は、天神川流域下⽔道の維持管理及び運営業務を受託することを主業務とし、 
下⽔道知識の普及・啓発活動及び下⽔道技術に関する調査研究等を⾏うことにより、 
⿃取県及び流域関連市町が実施する下⽔道事業に協⼒することを目的に設⽴された
公益財団法人です。 
  下⽔道施設は、年間を通じて稼働停⽌が許されない施設ですが、昭和５９年１⽉の
天神川流域下⽔道の⼀部供⽤開始以来、３９年にわたって県から維持持管理及び運営
業務を包括的・⼀体的に受託し、特段の事故、トラブルの発⽣もなく、良好かつ安定
的な下⽔処理と下⽔道施設の機能確保に努めるとともに、公社として実績や技術的知
⾒・ノウハウ等の蓄積を図ってきました。 
  また、当公社の経営は、管理運営費の負担者である市町の⾸⻑が理事⼜は評議員と
して関与し、天神浄化センター設置時の経緯等への配慮とともに、中期経営計画等の
下で業務の充実・改善及び管理運営の効率化に取り組んでいます。 
  下⽔道事業を取巻く経営環境が変化している中で、公社設⽴の趣旨及び公益財団法
人としての使命を念頭に、今後も、これまでに蓄積された技術的知⾒・ノウハウ等を
有効に活⽤し、天神川流域下⽔道の管理運営を適正かつ効率的に担うことにより、地
域住⺠の皆様の健康で快適な⽣活環境の向上と公共⽤⽔域の⽔質の保全に寄与してい
きたいと考えています。 

備考 
 
 
 
 

 
（２）管理運営の方針 

天神川流域下⽔道は、⽣活環境の改善と公共⽤⽔域の⽔質保全等のためには必要不
可欠なインフラであり、将来にわたって下⽔道機能・サービスを継続していかなけれ
ばなりません。 
また、天神浄化センターは、多種多様な機器や装置の組み合わせにより、流⼊汚⽔

を良好かつ安定的に処理する機能を持った下⽔処理プラントであり、⽇々の運転管理 
と設備機器類等の施設の維持管理とともに、下⽔処理プラント全般を総括する運営が
必要です。 

⼀⽅で、供⽤開始から３９年が経過し、既存下⽔道施設の⽼朽化や改築更新需要の 
増加、節⽔機器の普及と今後の人⼝減少に伴う流⼊汚⽔量の減少が⾒込まれる等、下
⽔道事業を取巻く経営環境は厳しさを増しつつあります。 
また、令和３年７⽉の異常流⼊⽔が発⽣した豪⾬災害時での対応を踏まえた危機管

理対応の強化、訓練等の実施が重要となっています。 
このため、天神川流域下⽔道の施設特性、地域の諸事情等を⼗分に理解した上で、

良好かつ効果的な下⽔処理と施設の適切な維持管理を⾏うとともに、下⽔道技術の進
歩等に対応した業務内容の点検・⾒直し及び職員⼀人⼀人がコスト意識を⾼め管理運
営の⼀層の効率化等に取り組むこととし、次の各項目の管理運営⽅針の下に業務遂⾏
を図ります。 
なお、年間の主な業務内容は、別紙１「年間事業計画書」を基本とします。 
  
（ア）良好かつ効果的な下⽔処理を確保すること 
  天神浄化センター運転管理指標及び放流⽔質管理目標を定めて、良好かつ効果

的な下⽔処理を確保するとともに、⽔処理技術の向上と⽔質管理の最適化に努め
ます。また、脱⽔汚泥は、減量化するとともに堆肥化及び炭化物製品原料として
処理委託を⾏い有効活⽤を図ります。 
【放流⽔質管理目標（年間最⼤値）】  

ＢＯＤ(mg/ℓ) ＳＳ(mg/ℓ) ⼤腸菌群数（個/cm3） 
１０未満 １０未満 ３０未満 

     ※上記の数値は⾬⽔の影響の少ない時とする。 

備考 
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（イ）適切な維持管理による持続的な下⽔道機能を確保すること 
施設設備の維持管理は、保守点検を適切に⾏うとともに、必要に応じて予防保

全、時間計画保全、事後保全により修繕工事等の保全措置を実施し、施設機能の
確保を図ります。主要機器類は、分解整備（オーバーホール）等の予防保全で対
応し、故障の未然防⽌と施設の⻑寿命化を図ります。 

 
（ウ）継続的な業務改善と管理運営の効率化を進めること 

経営意識の向上、PDCAサイクルで継続的に業務の充実・改善に努めるととも
に、下⽔処理工程の最適管理、エネルギー管理の徹底、業務委託の⾒直し、修繕
工事等の合理化・効率化、業務体制の改善等による管理運営経費の⼀層の効率化
など、経営努⼒を更に進めます｡ 

 
（エ）下⽔道知識の普及及び啓発等の充実に努めること 

下⽔道知識の普及及び啓発活動は、環境教育と連携するものであり、⼩学⽣の 
下⽔道ふれあい教室、施設⾒学会等での顧客満⾜度（ＣＳ）向上に努めるととも 
に、県、市町と連携しての普及・啓発等の充実・実施を図ります。 

 
（オ）下⽔道技術の継承と技術⼒向上を図ること 

蓄積されたノウハウ等の継承と職員の技術⼒向上を図るとともに、不明⽔量の
実態把握、汚泥処理工程の最適管理や⽔質とエネルギーの⼆軸管理等の課題に係
る調査研究に取り組みます。また、処理⽅式が同様の他の処理場と⽐較するベン
チマーク指標を活⽤するなどにより、下⽔道技術の進歩等の天神浄化センター維
持管理への反映に努めます。 

 
（カ）連携協⼒と信頼性を確保すること 
  ⼤規模災害時や緊急時の報・連・相や主要機器類の改築更新等の県事業への協

⼒など、県及び関係市町との連携を密にし、県や市町、地域住⺠等との信頼関係
を保って⾏きます。 

 
２ 管理の基準等 
（１）管理の基準 

（ア）業務時間の設定内容の考え方 
      天神川流域下⽔道は、年間を通じて稼働停⽌が許されない施設であり、２４時

間、３６５⽇の運転操作及び監視体制が必要です。このため、天神浄化センター 
中央操作室での常時２名体制の集中管理によって、⽔処理施設、汚泥処理施設、 
受変電設備、機械設備、若⼟中継ポンプ場等の運転操作及び監視業務を⾏います。 
この勤務時間等の詳細は、運転操作等の業務委託契約後に、受託者で決定される 
ものです。 

      これら以外の業務委託及び当公社が直接履⾏する業務については、⽇中７時間 
４５分の勤務が原則となり、業務委託等契約の仕様書及び公社の就業規則に規定 
します。規定は別紙２「就業規則」のとおりです。  

 
（イ）個⼈情報保護の管理体制と対応 

      ⿃取県個人情報保護条例等を遵守し、適切な対応を⾏います。別紙３「個⼈情 
報保護規程」を定め、個人情報保護の体制の確⽴と職員への周知及び研修等の安
全管理措置を実施し、普及・啓発事業に係る個人情報、⼊札参加者の企業情報な
ど業務遂⾏のあらゆる⾯で個人情報を適正に管理いたします。 

    職員、役員等の個人番号、社会保険関係届出等の個人情報については、別紙４
「特定個⼈情報取扱要領」を定めて業務を遂⾏しています。 

   情報のセキュリティは、情報の漏洩、不正アクセスを防⽌するため、プロバイ 
ダーとパソコン、サーバーでウィルスチェックを⼆重にして対策を構築します。 

 

備考 
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（ウ）情報公開への対応 
     別紙５「情報公開規程」を定め、開かれた公社運営に努めています。事業内容、 

財務状況、各種規程、下⽔処理の状況、⼊札情報、施設⾒学会等のイベント情報
等のホームページ公開など、情報の積極的な公開と公社運営に対する理解と協⼒
が得られるように努めていきます。 

 
（２）施設設備の維持管理の基準 

（ア）施設設備の⻑期安定使⽤のための維持管理の考え方と対応  
    天神川流域下⽔道の維持管理対象施設は、天神浄化センター、若⼟中継ポンプ

場、管きょ施設（流量計含む）です。これらの下⽔道施設が安全かつ安定的に稼
働し、その機能が最⼤限に発揮されるように、電気・機械設備や⽔質管理に精通
した専門技術者の配置と実施体制の確保とともに、維持管理の基準を整え、適正
な管理運営を遂⾏します。 

  ※主な資格取得者︓電気主任技術者（第２種１名）、下⽔道技術検定合格者（７名）、環境 
計量⼠（２名）、エネルギー管理⼠（１名）、特定毒物研究者（2名）、危険物取扱者 
（3名）等 

 
   ①天神浄化センター【⽔処理施設、汚泥処理施設、受変電設備、建築構造物、 

建築附帯設備】  
○下⽔処理⼯程の運転管理、⽔質管理 

天神浄化センターの⽇平均流⼊汚⽔量は約２万ｍ３を⾒込んでおり、流⼊汚 
⽔の⽔処理工程では標準活性汚泥法（微⽣物の集まり「活性汚泥」を利⽤し汚 
⽔を浄化）により⾏います。汚泥処理工程では重⼒濃縮と機械濃縮の濃縮汚泥 
を混合し、脱⽔機で低含⽔率化したうえで場外への搬出・処理委託を⾏います。 
下⽔処理場の運転管理は、良好な処理⽔質を安定に保つとともに、汚泥の減量
化⼜は安定化を適切に⾏うためのものです。⼀⽅、⽔質管理は、⽔質測定や汚
泥の分析等により処理の異常の有無を判断し、下⽔処理を適正に維持するため
のものです。 

⽔処理工程、汚泥処理工程の運転管理、⽔質管理を効率的かつ継続的に実施 
し、処理機能を⼗分に発揮させるために別紙6「天神浄化センター運転計画」、 
別紙７「天神浄化センター運転管理指標」及び別紙８「⽔質試験計画」を定め 
て、流⼊汚⽔の量的質的変化や⽔質試験結果等をダイレクトに運転操作等に反 
映させながら、放流⽔質管理目標の確保と常に良好な状況を保持するとともに、
下⽔道機能の確保を図ります。 
【⽔処理実績】                   （単位︓mg/ℓ） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
下⽔道法⽔質基準 

流⼊⽔ 放流⽔ 流⼊⽔ 放流⽔ 流⼊⽔ 放流⽔ 
B O D 120 3．6 120 4．9 120 5．2 15 
S S 88 1 87 2 100 2 40 

    ⽔質分析等は、法定試験の他に、処理工程管理のための⽔質試験（⽇常試験、
中試験、精密試験、通⽇試験、汚泥試験等）、⽔質監視のための⽔質試験（管 
きょ接続箇所試験、流⼊⽔試験、放流先試験等）、周辺環境測定を実施してい 
ます。 

また、中央操作室で流⼊汚⽔量の変化や施設設備の稼働状況を常時監視し、
故障等の警報発報や緊急時には別紙９「危機管理マニュアル」に基づき対応を
迅速に⾏います。 

      
②若⼟中継ポンプ場【ポンプ施設、⾃家発電設備】   

ポンプ及び停電時⽤自家発電設備の故障による稼働停⽌を防⽌するため、巡視 
点検や定期的な点検、簡易な故障修理の実施とともに、ポンプ等は計画的に分解 
整備を⾏います。 

備考 
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③管路施設等【幹線管きょ、放流管きょ、各処理分区流量計測設備】 
     幹線管きょ、放流管きょは、定期的に巡回調査を実施します。市町各処理分区 

流量計測設備（２３箇所）は、流⼊汚⽔量の集計分析を毎⽉実施します。 
また、巡視点検と定期的な点検とともに、これらから得られた情報のもとで必 

要に応じて精密点検を実施します。 
 

（イ）省エネルギー、省資源、資源の再利⽤、周辺環境への配慮等に係る考え方と 
対応 

①省エネルギー 
天神浄化センターの年間使⽤電⼒量は、約４３０万ｋｗｈであり、⼀般家庭約

１，０００世帯に相当し、エネルギー管理員の配置により、照明のＬＥＤ化、放
流⽔質と送風機電⼒使⽤量低減を両⽴させた最適管理（⼆軸管理）、そして契約
電⼒の削減等を進めています。 

また、環境管理システム（ＴＥＡＳⅡ種登録）により、汚⽔処理原単位電⼒使 
⽤量の目標設定を⾏うなど、エネルギー管理の徹底に努めます。 
電気使⽤量の推移（Kwh） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
使⽤量(千Kwh) 4,978 4,712 4,376 4,198 

削減率 - △5.4% △7.8% △4.1% 
  ・電⼒量原単位（反応タンク）と放流⽔質の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○電⼒使⽤量の低減として、⽔中攪拌機の間欠運転、前ばっ気風量の半減⾒直 
しデマンド管理等を⾏っていきます。 

   ○脱⽔汚泥の発⽣、処理量の削減として、含⽔率の低減が⼀層可能となるよう 
に含⽔率の管理を徹底し、脱⽔汚泥発⽣量を抑制していきます。 

○給排気ファンの風量調整ダンパーの修繕を⾏い、給排気ファンの動⼒負荷の 
軽減と最適な風量調整機能を確保して、電⼒量の削減をしていきます。 

 
②省資源、資源の再利⽤等 

汚泥処理工程で発⽣する脱⽔汚泥（年間約4．8千㌧）は、引き続き全量を堆肥
化及び炭化物製品原料として処理委託を⾏い、有効活⽤を図ります。 
⽔処理工程で発⽣する処理⽔は、構内植栽へのスプリンクラー散⽔や降雪時の融
雪に利⽤します。 

また、リサイクルコピー⽤紙、トイレットペーパー・コピートナー等はエコマ
ーク製品を積極的に使⽤し、紙シュレッダーゴミは⽜の寝床⽤に利⽤するととも
に、ゴミの排出抑制等の環境への負荷の低減に取り組みます。 

   
③周辺環境への配慮等に係る考え方と対応 

      天神浄化センター設置時の経緯等により、県と地元との「公害防止協定」が締 
結されています。これらを踏まえ、維持管理における⽔質試験や汚泥試験の他に、 
敷地境界の騒⾳や悪臭、放流海域の⽔質検査等も定期的に実施するとともに、廃 
棄物の処理等を適正に⾏います。この協定の遵守とともに、下⽔道維持管理技術 
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等の進歩への対応などにより、良好で安定した放流⽔質の確保に努めます。 
また、苦情が寄せられた場合には、県及び市町に速やかに連絡するとともに、 

可及的速やかにその原因を調査し、誠実に問題解決を図ります。 
 

（ウ）施設・設備に係る点検・清掃の実施方針（機能や能⼒を最⼤限発揮させ 
るための考え方・回数・内容等） 

   施設設備の保守点検は、異常の発⾒や兆候を把握するために、定期的に目視や
聴覚等の五感による診断や各種計測値及び簡易な計測等を⾏うもので、別紙１０
「天神川流域下⽔道保守点検計画」及び別紙１１「法定点検等委託計画書」に基
づくものとします。 

⼀⽅、巡視等の⽇常点検と点検調整は、全ての施設設備を対象に施設設備単位
で、予め定めた「⽇常点検表」、「定期点検表」に基づき実施し、点検表は必要
に応じて⾒直しを⾏います。⽇常点検の対象機器数は、約７００箇所です。 
①点検と保全措置 

保全措置は、⽇常点検や定期点検等の保守点検で得られた情報をもとに、設備 
機器類の状況を判断して必要な部品交換や修繕工事等を実施し、施設機能の保全
を図ります。 

   【施設設備の保全基準】 
     （保守点検）                        （保全措置） 
    ⽇常点検          予防保全  （劣化・損傷等の状態に応じて 

故障が起こる前に必要な修繕 
を⾏う） 

定期点検           時間計画保全（予定の時間間隔や累積動作時 
間に基づき部品交換等の必要 

                         な修繕を⾏う） 
劣化・損傷等の把握           事後保全    （異常な兆候や故障発⽣の都度 

                         対応する） 
                             ＊故障時の影響が⼩さいもの 

 
②主要機器類の保全措置内容    

主ポンプ、送風機、機械濃縮、脱⽔機等の主要機器類は、分解整備（オーバー
ホール）による予防保全で対応することとし、分解整備周期は個別施設の特性や
設置環境及びこれまでの修繕実績や部品の耐⽤限度等の技術的知⾒や故障リスク
等を勘案して設定した別紙１２「主要機器類中期分解整備等計画」を基本にメン
テナンスサイクルを構築し、故障の未然防⽌と施設の⻑寿命化を図ります。 

受変電設備等については、劣化や機能低下を予⾒することが難しいことから、
時間計画保全により必要に応じて遮断器等の分解整備やシーケンサ(順番制御器)
等の交換を適宜⾏います。だだし、設備機器類によっては、故障リスク等を勘案
のうえで状態監視による対応も⾏います。 

予防保全、時間計画保全による修繕工事の充実等により、故障発⽣件数は年々
減少しています。（令和４年度は４９件で令和３年度⽐で３０％減） 

 
（３）業務の外部委託 

（ア）業務委託の考え方 
下⽔処理場を年間を通し、毎⽇２４時間連続運転させるためには、交代勤務に

よる運転操作・監視とともに、設備機器類の巡視等の⽇常点検と定期的な点検調
整及び簡易な故障修理や機器類周辺清掃作業等の保守点検を⾏うことが不可欠で
す。 

そこで、技能的、現業的な業務体制が必要な運転操作・監視、保守点検等を効 
率的・安定的に⾏うため、業務実績と専門人員を有する事業者への複数年契約
（５年間）による外部委託を引き続き⾏います。 

   当公社は、運転計画、運転管理指標、⽔質試験計画、保守点検計画等の作成と

備考 
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⽔質管理に基づく臨機の対応指⽰等の業務全般の指導・監督、事故（故障）に係
る判断と⽅針指⽰、緊急時の対応等の業務に係る総括とマネジメントを担い、⺠
間の業務従事者との相互連携の下で、指定管理者としての責務を果たします。 

      その他に、下⽔道法、消防法、廃棄物処理法、労働安全衛⽣法等の関係法令の
規定による場合や計装設備点検、流量計測設備点検等の特別な資格、専門技術や
機械等が必要とされる場合及び清掃、植栽管理等については、必要に応じて専門
事業者への外部委託を⾏います。 

      これらの外部委託を⾏う場合は、維持管理の責任分担を明確にしたうえで、効
率的かつ円滑な維持管理に努めます。 

 
  【指定管理者業務の形態】                      （外部委託等） 

○運転管理   運転計画           運転操作・監視   
運転管理指標               脱⽔汚泥処理   
緊急非常時対応基準書等             

○⽔質管理   ⽔質試験計画、⽔質試験分析  ⽔質分析補助  
放流⽔質管理目標       ⽔質分析業務（精密試験） 

○保守管理   保守点検計画         保守点検及び清掃 
⽇常点検表、定期点検表等      法定点検、その他点検等業務 

   ○設備管理   主要機器類中期分解整備等計画  修繕工事等の工事請負 
維持管理情報データベース 

○薬品、修理⽤部品等の調達管理               
       

（イ）外部委託の業務事項及び内容、委託先の選定方法等 
   ①運転操作、保守点検等業務委託 
   ⺠間の業務従事者が常駐し実施するものであり、契約書や仕様書において、業

務範囲や管理レベルを明確にするとともに、有資格者の配置と業務体制の構築等
について明記し、運転操作・監視、保守点検等が適正に⾏われるようにします。 

      また、業者選定は、地域性、業務実績、雇⽤⽅針、業務体制等を評価する総合
評価⼀般競争⼊札で⾏うこととし、評価内容等は外部の学識経験者の意⾒を聴き
実施します。 

 
②脱⽔汚泥の処理委託 

堆肥化及び炭化物製品原料による有効活⽤や県内事業者が運搬等を実施するこ
とを⼊札条件に明記するとともに、緊急時のリスク分散の観点から３者への外注
委託とし、制限付⼀般競争⼊札で実施します。 

    
③その他法定点検及び特別な専門技術等 

⼊札手続きの透明性・公平性・競争性の向上に努め、消防⽤設備等点検、計装
設備点検、植栽管理等の１００万円以上の案件は、基本的に制限付⼀般競争⼊札
で業者選定を⾏います。１００万円未満の案件については、複数者の⾒積による
随意契約⼜は指名競争⼊札を原則とします。 

また、⿃取県産業振興条例を踏まえ、県内事業者の活⽤を優先します。ただし、 
⾼度な専門技術を必要とし県内事業者で履⾏が困難な場合は、県外事業者を活⽤ 
することとします。 

    
④複数年契約及び類似的業務の集約化 

      運転操作・監視、保守点検等や消防⽤設備等点検業務など複数年の⻑期契約が 
妥当なものについては複数年契約とするとともに、類似的内容で集約が可能なも 
のは集約化を図る等により、経費及び事務の効率化を図ります。 

 
（ウ）外注⼯事の⼯事内容、請負者の選定方法等 

①分解整備（オーバーホール）等 
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主ポンプ、送風機、機械濃縮等の設備機器類の分解整備等は、全機能・性能の 
確認と回復を目的として、施設設備の運転を停⽌し、部品交換を伴う分解整備の 
ほか、多岐に亘る測定あるいは試験を総合的に⾏うもので、専門事業者へ外注工 
事で実施します。 

主要機器類分
解整備周期 

主ポンプ ５年⼜は１０年 
送風機 ６年⼜は７年 
脱⽔機、機械濃縮 ４年 

また、分解整備等修繕工事の業者選定⽅法は業務委託と同様とし、１００万円 
以上の案件は、基本的に制限付⼀般競争⼊札とし、１００万円未満の案件につい 
ては、複数者の⾒積による随意契約⼜は指名競争⼊札を原則とするとともに、県 
内事業者の活⽤を優先します。 

ただし、⾼度な専門技術を必要とし県内事業者での履⾏が困難な場合は、県外 
事業者を活⽤することとします。 

 
②突発的な修繕⼯事 

運転停⽌等深刻な影響が懸念される事故（故障）の場合は、臨時点検を含め、 
⾦額にかかわらず随意契約等により迅速に緊急対応します。 

 
※委託、工事請負の発注予定 
（注）指定期間中に予定する委託、工事請負の発注の予定を、わかる範囲内で記載すること。なお、原則として県

内事業者に発注しなければならないが、納入・受注できる業者が県内にないなどの特段の事情により県外事業者に

発注する必要があるときはその理由を記載すること。 
 【工事請負】 

種 別 内   容 期 間 
⾦額 

（千円） 
（概算） 

発注先 選定 
⽅法 

県外事業者へ発注す
る必要がある場合は
その理由 

主ポンプ分
解整備工事 

1号、3号、
主ポンプの
分解整備、
部品交換 

R8・ 
R10 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

送風機分解
整備工事 

1号、2号、
3号送風機の
分解整備、
部品交換 

R6・ 
R7・ 
R10 
 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

⽔中エアレ
ータ分解整
備工事 

1池、2池、
5池、6池、
7池、8池の
⽔中エアレ
ータの分解
整備、部品
交換 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

スクリュー
プレス脱⽔
機分解整備
工事 

1号、2号の
分解整備、
部品交換 

R7・ 
R9 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

ベルト型濃
縮機分解整
備工事 

1号、2号ベ
ルト型濃縮
機の分解整
備、部品交換 

R7  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 
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ケーキ貯留
サイロ点検
整備工事 

ケーキ貯留
サイロの分
解整備 

R6・ 
R8・ 
R10 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

若⼟ポンプ
場分解整備
工事 

ポンプ場設
備の分解整
備 

R8  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

沈砂池流⼊
部防食修繕
工事 

沈砂池流⼊
部の腐食箇
所の修繕 

R8〜 
R9 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

着⽔井ゲー
ト室防食修
繕工事 

着⽔井ゲー
ト室の壁⾯
修繕 

R10  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

沈砂池１号
し渣搬出機
修繕工事 

し渣搬出機
の修繕 

R7  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

沈砂し渣脱
⽔機修繕工
事 

し渣脱⽔機
の修繕 

R9  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

沈砂池3・4
号除塵機修
繕工事 

沈砂池除塵
機の修繕 

R9  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

流⼊渠⽔位
計修繕工事 

流⼊渠にあ
る⽔位計の
取替 

R6  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

濃縮設備し
渣スクリー
ンユニット
修繕工事 

濃縮設備の
し渣スクリ
ーンユニッ
トの修繕 

R6  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

2号機械濃
縮汚泥貯留
槽攪拌機修
繕工事 

機械濃縮汚
泥貯留槽の
攪拌機の修
繕 

R7  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

ケーキ貯留
サイロ塗装
塗替工事 

ケーキ貯留
サイロの塗
装 

R8  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

2号マイス
ト⽔供給ポ
ンプ修繕工
事 

マイスト⽔
供給ポンプ
の取替 

R9  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

１号砂ろ過
送⽔ポンプ
修繕工事 

砂ろ過送⽔
ポンプの取
替 

R10  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

１号砂ろ過
揚⽔ポンプ
修繕工事 

砂ろ過揚⽔
ポンプの取
替 

R7  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

１号⽤⽔ポ
ンプ修繕工
事 

⽤⽔ポンプ
の取替 

R7  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 
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１号ストレ
ーナ揚⽔ポ
ンプ修繕工
事 

ストレーナ
揚⽔ポンプ
の取替 

R10  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

１号砂ろ過
器修繕工事 

砂ろ過器の
取替 

R10  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

非常放送設
備修繕工事 

非常放送の
取替 

R6  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

沈砂換気ダ
クト修繕工
事 

換気ダクト
の取替 

R10  県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

 
【業務委託】 

種 別 内   容 期 間 
⾦ 額 

（千円） 
（概算） 

発注先 選定 
⽅法 

県外事業者へ発注す
る必要がある場合は
その理由 

運転操作・
保守点検等
業務委託 

処理場施設
の運転操作
、監視、保
守点検等 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札(
総合評価⽅
式) 

 

消防設備等
点検業務委
託 

消防設備等
の年間点検 
 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 
 
 

制限付⼀般
競争⼊札 
 

 

空調設備点
検業務委託 

空調設備の
年間点検 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 
 
 

制限付⼀般
競争⼊札 

 

電話設備点
検業務委託 

構内交換電
話設備の点
検補修業務 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 
 
 

制限付⼀般
競争⼊札 

 

管理棟清掃
業務委託 

管理棟の床
、トイレ、
外窓等の清
掃業務 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 
 

 

制限付⼀般
競争⼊札 

 

不燃物、可
燃物処分業
務委託 

可燃物、不
燃物の処分 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 随意契約  

エレベータ
点検業務委
託 

管理棟人荷
⽤ｴﾚﾍﾞｰﾀ   
（人荷⽤）
点検 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

受⽔槽清掃
業務委託 

⾼架⽔槽、
受⽔槽の清
掃、点検 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 随意契約  

⽔質試験室
作業環境測
定業務委託 

⽔質試験室
の有機溶剤
等の測定 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

重油地下タ
ンク漏洩点
検業務委託 

自家発の地
下タンクの
漏洩検査 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 随意契約  
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下⽔汚泥（
沈砂・しさ
）処分業務
委託 

沈砂、しさ
の収集運搬
及び処分 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

ポータブル
ガスモニタ
ー他点検業
務委託 

酸欠、硫化
⽔素ガス等
の測定機器
の検査、点
検 

5ヶ年間
︓R6〜 
R10 

 県内・県外 随意契約  

除雪作業委
託 

降雪時の構
内除雪 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 随意契約  

中央監視装
置・計装設
備点検業務
委託 

処理施設の
計装設備の
機器類及び
精度の点検 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

特別管理産
業廃棄物処
分委託 

試験廃液等
の特別管理
産業廃棄物
の処分 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 随意契約 県内に廃酸廃液、廃
アルカリ敗勢等の廃
棄物を処分できる者
がいないため 

脱臭⽤活性
炭交換業務
委託 

各施設脱臭
設備の活性
炭交換 

R6・ 
R8・ 
R10 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

⽔質分析業
務委託 

精密試験項
目の⽔質分
析 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

産業廃棄物
処分委託 

産廃該当廃
棄物の処分 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 随意契約  

流量計測設
備点検業務
委託 

23処理分区
の流量計の
点検、調整 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

絶縁保護具
検査業務委
託 

⾼圧受変電
設備点検⽤
保護具類の
点検 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 随意契約 県内に検査機器を有
する者がいないため 

送風機・自
家発潤滑油
汚れ検査業
務委託 

自家発電機
⽤ｴﾝｼﾞﾝ機関
潤滑油の劣
化分析 

R7・ 
R9 

 県内・県外 随意契約  

植栽維持管
理業務委託 

場内植栽樹
木等の防除
、除草等作
業 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 

 

脱⽔汚泥処
理業務委託 

脱⽔汚泥の
収集運搬及
び堆肥化等
の処理 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 制限付⼀般
競争⼊札 
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下⽔汚泥分
析業務委託 

脱⽔汚泥処
理、下⽔汚
泥処分業務
委託の資料
に添付する
ための分析 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 随意契約 県内に履⾏能⼒を有
する者がいないため 

ガスクロマ
トグラフ
ECD廃棄処
分委託 

ガスクロマ
トグラフに
あるECDの
廃棄処分 

R6  県内・県外 随意契約  

幹線管渠マ
ンホール交
通誘導員業
務委託 

接続箇所⽔
質検査の道
路の交通誘
導業務 

R6〜 
R10の
各年度 

 県内・県外 随意契約  

 
（４）障がい者就労施設及びシルバー人材センター等への委託の発注予定  

種 別 内 容 期 間 金額 
（概算）

発注先 選定方法 県外事業者へ発注
する必要がある場
合はその理由 

敷地内草取
業務委託 

場内建物
周りの草
取り 

5ヶ年
間︓
R6〜 
R10 

 県内・県外 
 

随意契約  

 
（５）事故・事件の防止措置、緊急時の対応 

 （ア）火災・盗難・災害などの事故に対する防止（防災）対策 
⽕災については、防⽕管理者の指揮のもと、⽕元責任者を部屋ごとに定めて、

定期点検を実施して、⽕災の災害の予防に努めます。消⽕訓練は、所轄消防署の
指導のもと、通報・消⽕・避難誘導及び応急処置等の訓練を実施します。 

盗難については、退社時の門扉の施錠、事務室等の施錠を徹底します。また、
場内が広く不審者の侵⼊等も考えられることから屋上に監視カメラを設置してお
り、中央操作室のモニターで常時監視を⾏います。 

地震、風⽔害等の災害については、別紙9「危機管理マニュアル」を策定して
おり、発⽣した場合は速やかに緊急体制を構築し、対策本部を⽴ち上げて、県、
市町等の関係機関へ連絡をするともに、対応策を速やかに講じていきます。 

年１回の総合訓練を実施して、処理場班本部の⽴ち上げ、機器が停⽌した場合
の復旧手順、場内・場外の巡回点検等をメンテナンス業者と合同で実施します。 

労働災害に関連する講習、研修を受講し、安全についてのスキルを身に着けて
いきます。 

また、外部業者には、⽇々の業務での危険予知に関する安全確認等の実施とKY
（危険予知）⽇誌等の書類の提出を求め安全の確保に努めます。 

 
（イ）緊急時の体制・対応 

   災害を含めた緊急非常時の体制、対応⽅針については、⿃取県が定めた「⿃取 
県天神川流域下⽔道事業業務継続計画（BCP）」及び「天神川流域下⽔道非常時 
対策要綱」を踏まえ、公社は別紙９「危機管理マニュアル」の「緊急非常時対応
基準書」及び「異常⼤量流⼊⽔時の⽔処理運転計画」等に基づき、⽔害、地震・
津波、異常流⼊⽔等の非常事態の区分ごとに、運転操作、保守点検等業務従事者
と連携して、速やかな対応策を講じていきます。 

   外部業者にも緊急時について事前に非常時実施体制計画を提出させて、事故等
が発⽣した場合の迅速な連絡、対応を図ることとしています。 

Ｊ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）については、緊急時における職員へ

備考 
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の迅速かつ確実な情報伝達を確認するために、毎⽉の導通試験を実施して、適切
な管理運営に努めます。緊急時速報が発表された場合の対応、安全確保を基準書
に定めるとともに、地震、災害等を想定した総合訓練時にはシステムを活⽤した
訓練を実施して、職員及び運転操作、保守点検等業務従事者に徹底します。 

 
（６）場内施設を利用した広告事業、下水道知識の普及・啓発や流域下水道のイメージアップに

資する自主事業の提案 
（ア）広告等の⾃主事業 

   浄化センター南側に国道１７９号線はわいバイパスが完成後には、多くの⾞両が天神浄化
センター近くを通⾏するため、天神浄化センターの看板やイベント情報等を掲⽰することで、
下⽔道に関する広報を推進します。 

 
（イ）下⽔道知識の普及・啓発、流域下⽔道イメージアップ等の⾃主事業 

令和４年度の施設⾒学者は５７０人で、ほとんどが⼩学校４年⽣の児童の⾒学でした。 
      ⼩学⽣には下⽔道の仕組み、微⽣物の観察、処理場の⾒学で、関⼼が⾼いのは微⽣物の働 

きです。汚れた⽔がきれいになっていくためには欠かすことができないもので、微⽣物を直
接顕微鏡で観察することで、微⽣物の理解が深まり、下⽔道に興味が出てきます。そのこと
で、家庭でも下⽔道について話をすることで関⼼が深まっていくことを期待します。 

    ⼩学⽣等を対象とした普及及び啓発活動は、環境教育の⼀環として実施するものであり、 
下⽔道ふれあい教室、施設⾒学会等で⾒学者の知識レベルに配慮した説明及び説明パネルの 
活⽤等、創意工夫によりＣＳ（顧客満⾜度）向上に努めていきます。また、市町と連携して 
の普及・啓発等の充実・実施を図ります。 
 
【主な普及・啓発活動】 

施設⾒学会 天神浄化センター施設⾒学者に対して、下⽔道に関する解説、顕微
鏡による微⽣物の観察、施設設備の⾒学を実施します。 

下⽔道ふれあい
教室 

環境教育の⼀環として職員が⼩学校へ出向いて、下⽔道の授業を
実施するもので、微⽣物の観察や⽔質検査を実施します。 

ぐるり⽔の探険 「⽔の循環」をテーマとし、中部地区から⼩学⽣の親子を募集し、
ダム、⽔道⽔源地池、天神浄化センターの⾒学会を県・市町との協
働連携で実施します。 

下⽔道コンクー
ル 

絵画・ポスター、習字、標語を⼩学校４年⽣児童を対象に募集し
て、審査会を経て優秀作品には表彰するもので、毎年７００点前後
の応募があります。 

 
【ＣＳ（顧客満⾜度）向上の工夫】 

       ○⼤人向け、子ども向け別のパンフレットの活⽤ 
       ○施設⾒学コースの主要ポイントに説明パネルを設置 
       ○顕微鏡を使った微⽣物の動きの観察 
       ○「下⽔道のひみつ」の切り⼝で、問い掛け、数字、身近な事例で解説 
       ○⽔処理棟地下の設備機器類を⾒学できるコースの設定等 

 
３ 管理経費 
 （１）管理経費の効率化の考えと収支計画 

（ア）管理経費の効率化の考え方及び方針 
     下⽔道事業を取巻く経営環境が厳しくなる中で、天神川流域下⽔道が持続可能

なものとして次の世代に引き継がれるように、指定管理を担う者として職員⼀人
⼀人がコスト意識を⾼め、管理運営の⼀層の効率化に取り組んで⾏きます。 

    また、管理運営の効率化は、放流⽔質の維持並びに施設の機能・性能の確保と
の両⽴を前提として取り組みます。 

   これまでの経費縮減対策を活⽤するとともに、蓄積された技術的知⾒・ノウ  
ハウ等による工夫、調査研究内容や他の処理場と⽐較するベンチマーク指標の活

備考 
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⽤、下⽔道研究発表会や下⽔道公社連絡協議会等の技術情報の反映、⼊札契約で
の透明性・公平性・競争性の向上、並びに別紙１3「中期経営計画２０２１」の
進⾏管理と PDCA サイクルの導⼊等により、効率化を着実に前進させて⾏きたい
と考えています。また、計画の中間年（令和４年度）の計画に対する検証・評価
を今後の管理運営の改善や次期経営計画に反映させます。 

 
（イ）これまでの経費縮減対策 

     毎⽉１回程度「⽔処理・汚泥処理等検討会」を開催し、下⽔道技術の調査研究
及び業務の充実・改善と適切かつ効率的な管理運営の調査検討に取り組み、管理
経費の効率化へ反映させてきました。 

令和元年度〜令和３年度は、運転手法の改善、エネルギー管理の徹底、業務委
託の⾒直し等により、協定額の経常費⽤を年間平均１８，０００千円縮減してい
ます。 

 

（ウ）今後５年間の具体的な取り組み 
これまで取り組みを引き続き進めるとともに、その効果を検証しながら改善・

実施していきます。 
①⽔処理、汚泥処理⼯程の最適管理 

     ○流⼊汚⽔の⽔質変動等に対応した⽔質管理と薬品使⽤量（次亜塩素酸ナトリ
ウム、⾼分子凝集剤）の最適管理 

     ○脱⽔機等改築に伴う脱⽔汚泥の脱⽔性向上（含⽔率低減）による汚泥搬出・
処理コストの削減 

    ○⽔質管理目標、汚⽔処理原単位電⼒量、脱⽔汚泥含⽔率、下⽔処理原価等の
ベンチマーク指標を活⽤した下⽔処理工程の工夫と効率化 

 
   ②エネルギー管理の徹底 
     ○環境管理システム（ＴＥＡＳⅡ種登録）による下⽔処理原単位電⼒使⽤量の

目標設定と運⽤及び最⼤需要電⼒の抑制 
     ○⼆軸管理による放流⽔質と送風機電⼒使⽤量を両⽴させた消費エネルギーの

最適管理 
   ○⽔処理棟給排気ファン等の使⽤電⼒量の最適管理 
     

③部品交換・修繕⼯事等の合理化・効率化 
     ○修繕工事等は予防保全、時間計画保全、事後保全を基本とし、保守点検等で

得られた維持管理情報をもとに、設備機器類の状況を判断して効率的に実施 
     ○部品交換を伴う分解整備等の修繕工事の積算は、公社の有する修繕履歴、ノ

ウハウの活⽤及び他の処理場との⽐較等により合理的・効率的に算定 
     ○部品交換や修繕の履歴等の情報を提供し、データベース化に協⼒ 
     ○簡易な故障修理は、直営作業で対応 

 
（エ）収支計画書 

     令和６年度〜１０年度の収⽀計画書は別紙のとおりです。 
   これまでの経費縮減対策を反映させた収⽀計画とするとともに、⽇々の運転管

理及び維持管理での薬品類の低減及び人件費抑制等の経営努⼒を勘案して、公社
の提⽰額は、県指定管理料上限総額を 0.12％下回る額（2,187,956 千円)を提案
いたします。 

また、指定管理者業務の実施段階においては、効率化に向けた６項目の具体的
取り組みや中期経営計画の進⾏管理等を遂⾏し、毎年の決算ベースでの経費縮減
を実現していきます。 

  【⽀出の⾒直し、工夫状況】 
人件費 ・若手職員への技術継承と再雇⽤の活⽤などで人件費を

抑制（令和８年度〜１０年度は横ばい） 
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委託費 ・運転等業務体制の改善 
修繕費 ・主要機器類の分解整備工事及び事故（故障）に対する

修繕工事等のための所要額を確保 
薬品費、 
消耗品費 

・薬品使⽤量の最適管理及び修理⽤部品購⼊の効率化等
により縮減 

 

 
（２）指定管理料額 

総額及び年度内訳 提示額 県指定管理料上限額 備考 

総額（５カ年） 
2,187,956,000円 2,190,604,000円 

 
 
 
 
 
 

 
令和６年度 440,290,000円 441,115,000円 

令和７年度 436,015,000円 436,346,000円 

令和８年度 438,428,000円 439,380,000円 

令和９年度 435,191,000円 435,599,000円 

令和10年度 438,032,000円 438,164,000円 

   (注) 県指定管理料上限額には、施設の維持管理に係る燃料・光熱費は含まれない。（審査
要項４（１）参照） 
 
４ 団体の財政基盤・経営基盤 

基本財産は３００万円で、県が１／２、市町が１／２の出資によるものです。 
公社の事業経営は、県からの指定管理委託料で運営します。指定管理者業務は公益財団法人の公

益 
事業であり、決算により指定管理委託料を毎年度精算し、執⾏残⾦が発⽣した場合は、全て県
へ返納します。 

 
５ 組織及び職員の配置等 
（１）管理運営の組織 
  公益財団法人⿃取県天神川流域下⽔道公社の組織体制は下図のとおりです。 
  当公社は、電気・機械・⽔質等の専門技術者の配置と執⾏体制の下で、２４時間、３

６５⽇連続運転の下⽔処理工程と多種多様な施設設備の維持管理等を適正かつ効率
的・安定的に⾏うために、運転操作・監視、保守点検及び法定点検等は外部委託を適
切に活⽤する業務形態としています。 

従って、当公社は、業務全般の企画及び計画⽴案、外部委託及び外注工事（工事請
負）等の業務全般の指導・監督、⽔質管理に基づく臨機の対応指⽰、事故（故障）に
係る判断と⽅針指⽰、緊急時の対応等の業務に係る総括とマネジメントを⾏うととも
に、設備機器類の修繕工事等の設計・工事監督及び薬品類、電⼒等の調達管理等を執
⾏する業務体制としています。 

理事⻑は常務理事を兼務し、指定管理者業務の総合企画及び管理運営の⽅針や予算
執⾏等の業務全般を所掌します。 

評議員、理事は、天神川流域下⽔道維持管理費を負担する流域関連市町の市⻑⼜  
は町⻑等が就任し、管理運営に対して意⾒を⾔うなど経営に関与し、業務改善への反
映を図ります。 

管理運営を執⾏する事務局職員は、事務局⻑を含む総務班２名、管理運営班５名か
らなる 7 名体制です。 

管理運営班は、⽔処理・汚泥処理工程の運転管理、⽔質管理、保守点検や修繕工事
等の施設の維持管理、脱⽔汚泥等の場外搬出、流量計測の集計分析などの業務を⾏い

備考 
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ます。 
総務班は、外部委託や外注工事等の⼊札及び契約事務、薬品類や修理⽤部品及び電

⼒等の調達管理、予算、決算、会計事務、下⽔道知識の普及・啓発等の業務を⾏いま
す。 

  ○組織体制 
公益財団法人 

⿃取県天神川流域下⽔道公社 
 
・施設の運転操作、運転管理 
・施設の保守点検 
・施設の修繕及び改修等 
・下⽔量の計測・算定 
・⽔質及び汚泥成分等の分析 
・下⽔及び汚泥等の処理 
・薬品・燃料・資材等の調達管理 
・県の⾏う維持管理業務の補助 
・上記業務に付随する業務 

 
   理事⻑（常務理事兼務）  評議員（５名） 
                 理 事 （７名） 
                監 事 （２名） 
  事務局⻑（1名） 【事務局員７名】 
                 
  次 ⻑ (1名) 
 
 
総務班        管理運営班 
  主 事（1）       副主幹（1）  
           技  師（3）     

 
①外部委託           ②外部委託           ③調達管理 
（運転操作、保守点検等）    （点検等委託・修繕工事）    
 
 
 
 
 

 
 

 
（２）職員の職種等 

職種 
（職名） 雇⽤関係 ⽉勤務 

⽇数 担当する業務内容 資格等 
Ｒ６ 

人件費 
（千円） 

備考 

常務理事 常勤役員 22 公社業務の総括 下⽔道2種、危険物 5,917  
 

事務局⻑ 常勤職員 〃 事務局業務の総括 下⽔道3種、簿記2級、
酸欠2種他 

43,124 

再雇⽤ 
 

次  ⻑ 〃 〃 
施設設備管理業務
の総括 

下⽔道3種、環境計量⼠
（濃度）、特定毒物研
究者他 

 

総務班 
（主 事） 〃 〃 事務業務 酸欠2種、1種衛⽣管理

者 
 
 

管理運営班 
（副主幹） 〃 〃 施設設備管理業務 下⽔道3種、エネルギー

管理⼠他 
 

〃 
（技 師） 〃 〃 施設設備管理業務 下⽔道3種、エネルギー

管理⼠、危険物他 
 

〃 
（技 師） 〃 〃 施設設備管理業務 下⽔道3種、2種電気主

任技術者他 
 

〃 
（技 師） 〃 〃 ⽔質等検査・分析

業務 
  

計 － － － － 49,041  

運転等業務専門業者 
（概ね 23 名体制）  
・施設の運転操作、監視業務 
・設備機器類の⽇常点検等 
・簡易な故障修理 
・清掃業務他 

・各設備機器類の法定等点検業務 
・各設備機器類の修理・整備業務 
・汚泥等処分業務 
・管理棟清掃業務等 
・植栽管理業務他 

・電⼒ 
・業務⽤薬品
類 
・燃料類 
・消耗品等  
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「天神川流域下⽔道委託業務仕様書」に記載された有資格者（下⽔道維持管理資格者、電気主任
技術者等の１１資格）の配置体制については、消防設備⼠を除き当公社職員で対応します。 

  消防設備⼠の配置については、消防設備等保守点検業務委託先で対応します。 
 今後とも資格取得等の技術研鑽を努め、配置体制の充実を図ります。 
 
（３）日常の職員配置 

公社職員の勤務時間は、８時３０分〜１７時１５分です。⽇常の配置場所は、天神
浄化センター内（事務室、⽔質試験室、施設設備現場）です。 

職 名 場所及び配置時間 
常務理事 事務室（8:30〜17:15）  
事務局⻑ 事務室（8:30〜17:15）  
次  ⻑ 事務室、⽔質試験室及び現場（8:30〜17:15）  
主  事 事務室及び現場（8:30〜17:15） 総務班 
副 主 幹 〃 管理運営班 
技  師 〃 〃 
技  師 〃 〃 
技  師 事務室、⽔質試験室及び現場（8:30〜17:15） 〃 

 

備考 
 
 

 
（４）人材育成 

下⽔道施設の⽼朽化や人⼝減少など下⽔道事業を取巻く経営環境の変化や下⽔道
技術の進歩等に対応できる人材育成及び公社組織運営を目指して⾏かなければなり
ません。このため、次のような⽅針及び取り組みにより人材育成を図っていきます。 
（ア）専門技術・知識等の技術⼒の向上 

天神浄化センターの下⽔道機能を今後も効率的・効果的かつ最⼤限に発揮させ
るとともに、下⽔道維持管理技術の進歩に対応するためには、電気・機械・⽔質
等の専門技術者の技術⼒向上の取り組みが不可欠です。 

     横断的な担当配置と⼀人⼀人の業務領域の拡⼤及び相互バックアップ体制の構
築、資格取得等の技術研鑽並びに全国下⽔道研究発表会や⽇本下⽔道協会等の技
術研修会への積極的な参加等により職員のスキルアップを図ります。 

 
（イ）若⼿職員への技術継承 

     勤続２５年以上の公社職員は 3 名です。ベテラン職員の蓄積された技術的知⾒ 
・ノウハウ等の若手職員への技術継承及び判断⼒の向上が必要です。 

     現場業務を通じての若手職員への助⾔・指導や設備機器類の自前作業による保
守点検とともに、毎⽉１回程度開催する「⽔処理・汚泥処理等検討会」での課
題・テーマを選定しての調査研究・討議等により、引き続き職員育成と技術継承
を図ります。 

 
（ウ）意識改⾰とコミュニケーションの向上 

     今後の厳しい経営環境への対応に向けて、職員⼀人⼀人が課題意識を持ち、コ
スト意識を⾼めることが公社組織運営の強化にも繋がっていきます。 

     法令遵守、ＣＳ向上の取り組み、業務能率評定と職員⾯談による自⼰啓発、職
員間の意⾒交換の活発化、中期経営計画の進⾏管理等による経営意識の向上等を
図り、公社の目指す⽅向性の共有と職場コミュニケーションの向上を推進してい
きます。 

備考 
 
 
 

 （注）指定管理者が職員研修への協力を県に求めるときは、県は教育資材の貸し出し等 
        可能な範囲で支援するものとする。 
 
（５）障がい者又は高齢者の雇用計画 
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区分 職種（職名） 雇用関係 月勤務日数 従事する業務内容 人数 備考 
障がい者     0人  

計 0人  
高齢者 事務 常勤職員 17日 総務関係 1人 R10～ 

計 1人  
 
６ 関係法令に係る監督行政機関からの指導等の状況及び対応状況 
（提出書類の受付期間の最終日から起算して３年前の日までの間） 

〔次の法令に係る監督行政機関からの指導等及び対応の状況について記載するこ
と。〕 
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働組合法、雇用の分野における男女の
均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健
康保険法、厚生年金保険法、電気事業法、消防法、水質汚濁防止法、下水道法、廃棄
物の処分及び清掃に関する法律、個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護
条例、鳥取県情報公開条例、鳥取県行政手続条例、鳥取県天神川流域下水道事業の設
置等に関する条例、その他施設の維持管理・運営に関係する法令 

 
 指導、指摘は受けていません。 
 

備考 
 
 
 

 
７ 法人等の社会的責任の遂行状況 
（１）障がい者雇用 
（注）障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に基づき、事業主は、一定

の割合(法定雇用率)の障がい者を雇用することとされている。一般の民間企業は、法定
雇用率2.3％が適用されており、常用労働者数43.5人以上の企業で、１人以上の障がい者
を雇用しなければならないこととなる。 

 
   〔申請書の提出時点において該当する項目の □ に レ 点を付してください。〕 
    ア 常用労働者数43.5人以上の事業者であり、 
     □ 法定雇用率を達成している。 
       （令和５年６月１日現在で管轄公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告 
        書」の写しを添付すること。） 
     □ 法定雇用率を達成していない。 
    イ 常用労働者数が43.5人未満の事業者であり、 
     □ 障がい者（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者）を雇用している。 
       （障がい者雇用を証明できる書類を添付すること。） 
     レ 障がい者を雇用していない。 
 
（２）男女共同参画の推進 
（注）男女共同参画推進企業：鳥取県男女共同参画推進企業認定要綱（平成16年２月９日男女

第250号）により認定された事業所 
 
   〔申請書の提出時点において該当する項目の □ に レ 点を付してください。〕 
     レ  男女共同参画推進企業に認定されている。（認定証の写しを添付すること。） 

□ 男女共同参画推進企業の認定手続き中であり、指定管理期間開始までに認定登 
録見込みである。（認証手続き中であることを証する書類を添付すること）  
※手続き中であるとした場合で、指定管理候補者に選定された際には、指定管 

理期間開始までに認定を受けることが義務付けられます。 
     □ 男女共同参画推進企業に認定されていない。 

□ その他の国又は地方公共団体の男女共同参画に関する類似制度の認定等を受け
ている。（認定証等の写しを添付すること。） 
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（３）ＩＳＯ14001・鳥取県版環境管理システム審査登録制度（ＴＥＡＳ）Ⅰ種又はⅡ種規格認   
証等 

（注）鳥取県版環境管理システム審査登録制度（ＴＥＡＳ） 
：鳥取県版環境管理システム審査登録要綱（平成19年７月９日施行）により企業等の環境

配慮活動を審査登録する制度。なお、ＴＥＡＳⅠ種及びⅡ種規格については、鳥取県の
認定する審査登録機関が、当該要綱に基づき審査登録を実施。 

 
   〔申請書の提出時点において該当する項目の □ に レ 点を付してください。〕 
    ＩＳＯ14001又はＴＥＡＳⅠ種又はⅡ種規格に基づく環境管理システムについて 
     レ 認証登録されている。（登録証等の写しを添付すること。） 
     □ ＩＳＯ14001・鳥取県版環境管理システム審査登録制度（ＴＥＡＳ）I種又はⅡ種

規格の認証手続き中であり、指定管理期間開始までに認証登録見込みである。（認
証手続き中であることを証する書類を添付すること）  
※手続き中であるとした場合で、指定管理候補者に選定された際には、指定管 

理期間開始までに認証を受けることが義務付けられます。   
□ 認証登録されていない。 
□ その他の環境配慮に関する類似規格の認証登録等を受けている。（登録証等の写

しを添付すること。） 
 
（４）あいサポート運動に係る取り組み 
 （注）あいサポート企業等 
    ：あいサポート運動実施要綱（平成２３年４月１日第201100000830号）により        

認定された企業又は団体 
 
   〔申請書の提出時点において該当する項目に レ 点を付してください〕 
     □ あいサポート企業等に認定されている。（認定証の写しを添付すること。） 

レ  あいサポート企業等の認定手続き中であり、指定管理期間開始までに認証登録 
見込みである。（認証手続き中であることを証する書類を添付すること）  
※認定手続き中であるとした場合で、指定管理候補者に選定された際には、指 

定管理期間開始までに認証を受けることが義務付けられます。 
     □ あいサポート企業等に認定されていない。 
     □ その他の地方公共団体の障がい者支援に係る類似制度の認定等を受けている。

（認定証等の写しを添付すること。） 
 
８ その他 

（１）不明⽔対策について 
  ア 不明⽔について 

下⽔道の不明⽔とは、各家庭や事業所及び工場等で発⽣し、下⽔管に流⼊する汚
⽔以外で、何らかの原因で地下⽔や⾬⽔が下⽔管へ浸⼊してくるものです。 

令和３年７⽉７⽇の梅⾬前線豪⾬では、天神浄化センターの通常時流⼊汚⽔量２
０,０００m3/⽇の約３.８倍の７７,１６８m3/⽇が流⼊し、降⾬によるものと思わ
れる不明⽔が著しく増加しました。 

 
イ 不明⽔の課題 

○市町維持管理負担⾦への影響 
    不明⽔が増加した場合に通常どおり流⼊汚⽔量実績に負担⾦単価を乗じれば、

市町維持管理負担⾦が増加します。 
○天神浄化センター維持管理費の増加 

    不明⽔が増加すれば、⽔処理棟への汚⽔送⽔ポンプの電気使⽤量や薬品（塩素
滅菌剤）の使⽤量が増加します。 

○天神浄化センター施設機能及び処理区域への影響 
    流⼊汚⽔量が主ポンプの最⼤処理能⼒を超える時間が継続した場合、施設の被

備考 
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災による機能停⽌を回避するため、着⽔井ゲートの操作によりセンターへの流
⼊量を制限する場合もあります。これにより、処理地区によっては、下⽔が流
れにくくなったり、場合によってはマンホール等からの溢⽔が⽣じることもあ
ります。 

   
ウ 実態把握及び今後の課題 

県及び関係市町は、令和４年度から不明⽔の実態調査に着手して⾬天時浸⼊⽔対
策を策定し、発⽣箇所の特定や修繕工事等のハード対策を推進する予定です。 

公社は、各処理分区毎に過去数年間の晴天時及び⾬天時の流⼊汚⽔量の状況分析
し、そのデータ等を提供するなど、不明⽔対策に積極的に協⼒していきます。 

  
（２）事業計画の実⾏等 
  下⽔道事業を取り巻く経営環境が変化している中で、天神川流域下⽔道の施設特性、

地域の諸事情等を⼗分に理解した上で、県及び関係市町との連携協⼒と信頼の下で、
これまでの指定管理者としての実績とノウハウ等を活かし、事業計画の実現と管理運
営の⼀層の効率化に取り組んで参ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


